
法令及び定款に基づくインターネット開示事項

個 別 注 記 表
（2018 年 5 月 1 日から 2019 年 4 月 30 日まで）

東和フードサービス株式会社

「個別注記表」につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、当社ウェブサイト
（アドレス https://www.towafood-net.co.jp/ ）に記載する事により株主の皆様に提供
しております。
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個 別 注 記 表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
　時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定）

② たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産 評価基準は原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）によっております。
製品、商品 総平均法
原材料、貯蔵品 最終仕入原価法

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属
設備は除く）及び2016年4月1日以降に取得した建物附属
設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建 物 ２～50年
工具、器具及び備品 ２～18年

② 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内にお
ける見込利用可能期間（５年）に基づく定額法によってお
ります。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取
引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によ
っております。

④ 長期前払費用 均等償却
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（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

② 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
給付債務に基づき計上しております（簡便法）。

③ 店舗閉鎖損失引当金 翌事業年度以降に閉店することが確定した店舗について、今
後発生が見込まれる店舗閉鎖損失に備えるため、当該損失見
込額を計上しております。

（4）ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法 金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしてお

りますので、特例処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
　ヘッジ手段 金利スワップ取引
　ヘッジ対象 変動金利支払いの借入金

③ ヘッジ方針 市場金利の変動によるリスクをヘッジする目的で金利スワッ
プ取引を行っております。なお、この取引については実需の
範囲内で行うこととし、投機目的の取引は行わない方針であ
ります。

④ ヘッジ有効性評価の方法 金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしてお
りますので、決算日における有効性の評価を省略しておりま
す。

（5）消費税等の会計処理方法
　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

２．表示方法の変更
　（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）
　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）に伴う、
「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第５号 平成30年３月26日）を
当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示する方法に変更しました。この結果、前事業年度において「流動資産」に区分してお
りました「繰延税金資産」（前事業年度32百万円）は、当事業年度においては「投資その他の資産」の
「繰延税金資産」251百万円に含めて表示しております。
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３．貸借対照表に関する注記
（1）ＳＣ預け金は、ショッピングセンター及び駅ビル等に対する預け金等（ショッピングセンター及び駅ビル

等にテナントとして出店している店舗の売上金額から相殺すべき賃借料、水道光熱費及び諸経費を差し引
いた金額）であります。

（2）有形固定資産の減価償却累計額 5,328,318千円

（3）担保に供している資産
建 物 33,588千円
土 地 409,000千円
合 計 442,588千円

担保資産に対応する債務
上記資産に銀行取引に係る根抵当権（限度額300,000千円）が設定されております。当事業年度末現
在、対応する債務はありません。

４．株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当事業年度末の発行済株式の種類及び総数 普通株式 8,186,400株

（2）当事業年度末の自己株式の種類及び総数 普通株式 116,658株

（3）剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2018年５月31日
取締役会 普通株式 48,418 6.0 2018年４月30日 2018年７月５日

2018年11月30日
取締役会 普通株式 48,418 6.0 2018年10月31日 2018年12月21日

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額(千円)
１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2019年５月31日
取締役会 普通株式 利益剰余金 48,418 6.0 2019年４月30日 2019年７月５日
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（4）当事業年度末の新株予約権の目的となる株式の種類及び数
　該当事項はありません。

　
５．税効果会計に関する注記

　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
貸倒引当金 168千円
未払事業所税 4,414千円
未払固定資産税 11,079千円
未払費用 4,625千円
未払事業税 12,855千円
減損損失 31,139千円
減価償却超過額 23,881千円
一括償却資産 763千円
退職給付引当金 103,500千円
資産除去債務 59,490千円
繰延税金資産合計 251,917千円
資産除去債務に対応する除去費用 △7,613千円
その他有価証券評価差額金 △5,932千円
繰延税金負債合計 △13,546千円
繰延税金資産純額 238,371千円
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６．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

　当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達し
ております。
　売掛金及びＳＣ預け金は店舗が入居する商業施設等を運営する法人等の信用リスクに晒されておりま
す。当該リスクについては、期日管理及び残高管理を行うとともに、入金状況を随時把握する体制として
おります。また、投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式については定期
的に時価の把握を行っております。
　差入保証金及び敷金は、主に店舗の賃借時に差入れているものであり、差入先の信用リスクに晒されて
います。当該リスクについては、個別に適切な債権管理を実施することでリスク軽減につなげておりま
す。
　買掛金は、１年以内の支払期日です。
　長期借入金及びファイナンスリース取引に係るリース債務の使途は運転資金及び設備投資資金であり、
一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施してお
ります。なお、デリバティブ取引は実需の範囲内で行うこととしております。

（2）金融商品の時価等に関する事項
　2019年４月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。

（単位：千円）

貸借対照表計上額（＊） 時価（＊） 差額

① 現金及び預金 1,300,307 1,300,307 -
② 売掛金 142,924 142,924 -
③ ＳＣ預け金 283,138 283,138 -
④ 投資有価証券

その他有価証券 39,968 39,968 -
⑤ 差入保証金 378,834 359,411 △19,422
⑥ 敷金 1,538,127 1,468,640 △69,486
⑦ 買掛金 （231,128） （231,128） -
⑧ 長期借入金（注１） 　 （150,000） 　 （149,605） △394
⑨ リース債務（注２） （63,743） （63,093） △649
⑩ デリバティブ取引 - - -
（＊） 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（注１）１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
（注２）１年内返済予定のリース債務を含んでおります。

― 5 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2019年06月25日 12時11分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



（注３）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
① 現金及び預金、②売掛金、並びに③ＳＣ預け金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
④ 投資有価証券
　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
⑤ 差入保証金、及び⑥敷金
　これらの時価については、当事業年度末から返還日までの見積期間に基づき、その将来キャッシュ・フロ
ーを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定してお
ります。
⑦ 買掛金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
⑧ 長期借入金
　これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて
算定する方法によっております。一部の変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされ
ており（下記⑩参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った
場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。
⑨ リース債務
　リース債務の時価については、元利金の合計額を同様の新規リースを行った場合に想定される利率で割り
引いて算定する方法によっております。
⑩ デリバティブ取引
　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております（上記⑧参照）。

７．賃貸等不動産に関する注記
　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
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８．関連当事者との取引に関する注記
　役員及び個人主要株主等

種類
会社等の
名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
（千円） 科目 期末残高

（千円）

近親者
又は主要株主

岸野秀英
（注)3,6
他2名

― ― ―
被所有
直接
18.3％

不動産の
貸借

不動産の
賃借

46,008
（※２）

前払費用 20,703

敷金 48,490

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社（当該会
社等の子会
社を含む）

株式会社ク
ローバート
ーワ
(注)4,6,7

東京都
世田谷
区尾山
台

29,600 不動産
管理業 　 ―

役員の兼任

不動産の
貸借

賃借契約の
被保証

不動産の
賃借

172,645
（※２）

未払金 1,215

前払費用 12,298

差入保証金 30,000

敷金 75,632

当社店舗等
の賃借契約
の被保証

―

（※１）
― ―

同上
東和データ
サービス株
式会社
(注)5,6

東京都
港区新
橋

20,000
アウトソ
ーシング
サービス
業

―

役員の兼任

システムの
運用、保守
管理、給与
計算及び経
理業務の委
託

業務委託費
等の支払

不動産の
賃借

21,885
（※３）

5,085
（※２）

― ―
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（注）１．取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
（※１）当社が賃借している店舗等の賃借契約に対する被保証であり、保証料の支払い及び担保の提

供はありません。なお、被保証件数及び被保証物件の賃借料は、次のとおりであります。

会社等の名称 被保証件数
（2019年４月30日現在）

年間対象賃借料
（自
　至

2018
2019

年
年
５
４
月
月
１
30
日
日）

株式会社クローバートーワ 　 １件 10,369千円

(※２) 不動産の賃借料、敷金及び差入保証金については、不動産鑑定価格及び近隣の相場等を参考
にしております。

(※３) 業務委託費の支払については、実勢価格を参考としつつ、交渉の上決定しております。

３．当社元代表取締役岸野禎則の配偶者であり、当社代表取締役岸野誠人と親子関係にあります。
４．当社元代表取締役岸野禎則及びその近親者並びに当社代表取締役岸野誠人の近親者が直接100％所
有している会社であります。

５．当社元代表取締役岸野禎則及びその近親者並びに当社代表取締役岸野誠人の近親者が間接100％所
有している会社であります。

６．当社元代表取締役岸野禎則は2018年11月29日に逝去により退任しております。
７．株式会社クローバートーワは2018年10月１日付で東和ビルコンサルタント株式会社を吸収合併し
ております。上記の取引金額には、合併前の東和ビルコンサルタント株式会社との取引金額が含ま
れております。

９．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 653円26銭
（2）１株当たり当期純利益 34円60銭

― 8 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2019年06月25日 12時11分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



10．重要な後発事象に関する注記

　 資本金の額の減少
　当社は2019年５月31日の取締役会において、2019年７月30日開催予定の第20期定時株主総会に、資本
金の額の減少について付議することを決議いたしました。

　１）資本金の額の減少の目的
　 今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金の額を減少し、その他資本剰
　 余金へ振り替えます。

　２）減少する資本金の額
　 資本金の額673,341千円を573,341千円減少して、100,000千円とします。

　３）資本金の額の減少の方法
　 会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額の減少を上記のとおり行った上で、その全額をその
　 他資本剰余金に振り替えます。

　４）日程
　 ①取締役会決議日 2019年５月31日
　 ②株主総会決議日 2019年７月30日（予定）
　 ③債権者異議申述公告日 2019年７月31日（予定）
　 ④債権者異議申述最終期日 2019年８月31日（予定）
　 ⑤効力発生日 2019年９月１日（予定）
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